
広報おおいそ　平成１９年９月 7

１０ 
月 

日 

「
下
水
道
の
日
」 

「
下
水
道
の
日

下
水
道
の
日
」 

「
下
水
道
の
日
」 

で
す 

は 
9

　
県
と
（財）
県
下
水
道
公
社
で
は
、

「
下
水
道
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
」
を

開
催
し
ま
す
。 

　
下
水
処
理
場
の
見
学
会
や
子
供

学
習
室
で
の
体
験
、
模
擬
店
、
ゲ

ー
ム
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
、

ぜ
ひ
お
で
か
け
く
だ
さ
い
。 

▼
と
き
　
９
月
８
日（
土
）　
午
前

10
時
〜
午
後
４
時（
小
雨
決
行
） 

※
無
料
チ
ケ
ッ
ト
の
配
布
は
午
後

３
時
ま
で 

▼
と
こ
ろ
　
相
模
川
流
域
下
水
道

四
之
宮
管
理
セ
ン
タ
ー（
平
塚

市
四
之
宮
４
―
19
―
１
） 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
（財）
神
奈
川
県
下

水
道
公
社
　
☎
（
55
）７
２
１
１ 

ネッツトヨタ 

ふじみ園前 

ロ
ー
ソ
ン 

四之宮交番 

国
道
12
9号
線
 

下水道公社 
入口案内標識 

前鳥神社前 

至平塚駅 

前鳥神社前バス停 
から正門への道は 
車両進入禁止です。 

至馬入工業団地 

出入口 
（歩行者・自転車） 

車両出入口 
（自家用車） 

至平塚 四之宮 
ふれあい広場 
（四之宮管理センター内） 
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つ
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ま
つ
り 

　
公
共
下
水
道
は
、
清
潔
で
快
適
な

生
活
環
境
を
築
く
た
め
だ
け
で
な
く
、

河
川
や
海
な
ど
の
水
質
汚
濁
を
防
止

し
、
大
雨
に
よ
る
浸
水
の
防
除
な
ど

の
役
割
を
担
う
重
要
な
施
設
で
す
。 

 

大
磯
町
の
下
水
道 

　
町
の
公
共
下
水
道
事
業
は
、
相
模

川
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
と
し

て
事
業
に
着
手
し
、
計
画
処
理
面
積

６
８
２
・
７
３
㌶
を
全
体
計
画
と
し

て
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
平
成
４
年
に
高
麗
３
丁
目
地
区
を

供
用
開
始（
公
共
下
水
道
が
使
用
で

き
る
）し
て
か
ら
15
年
が
経
過
し
、

平
成
18
年
度
末
現
在
の
整
備
状
況

は
、
処
理
区
域
面
積
２
３
１
・
４
１

㌶（
全
体
計
画
の
３
３
・
９
％
）、
人

口
普
及
率
４
２
・
３
％
で
す
。 

　
全
体
計
画
の
う
ち
、
現
在
の
事
業

認
可
は
、
計
画
処
理
面
積
４
６
２
・

４
４
㌶
、事
業
期
間
を
平
成
24
年
３

月
末
ま
で
と
し
て
い
ま
す
。 

　
平
成
23
年
度
末
ま
で
の
整
備
予
定

区
域（
事
業
認
可
区
域
）は
、
下
図
の

下
水
道
計
画
図
の
と
お
り
で
す
。 

　
工
事
着
手
前
及
び
供
用
開
始
前
に

は
、
対
象
区
域
内
の
皆
様
に
対
し
て
、

工
事
内
容
及
び
受
益
者
負
担
金
制
度

等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

事業認可区域 

凡　　　　例 

供用開始済区域 

平成１９年度整備予定区域 

大磯町公共下水道計画図（汚水） 

公
共
下
水
道
が 

　
　
　
整
備
さ
れ
る
と 

受
益
者
負
担
金
制
度 

　
公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
利
益
を
受
け
る

方
に
建
設
費
の
一
部
を
負
担
し

て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。 

　
負
担
金
は
、
整
備
区
域
内
に

所
有
す
る
土
地
又
は
権
利
の
あ

る
土
地
の
面
積
に
単
位
負
担
金

額（
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

３
７
７
円
）を
乗
じ
て
算
出
し

た
金
額
と
な
り
ま
す
。 

 

排
水
設
備
工
事 

　
公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
て

も
、
各
家
庭
等
か
ら
の
汚
水
が
、

公
共
下
水
道
に
直
接
流
さ
れ
な

け
れ
ば
、
生
活
環
境
は
改
善
さ

れ
ま
せ
ん
。
公
共
下
水
道
が
使

え
る
よ
う
に
な
っ
た
区
域
で
は
、

各
家
庭
等
の
汚
水
を
公
共
下
水

道
へ
接
続
す
る
た
め
の
排
水
設

備
の
切
替
工
事
を
自
己
負
担
で

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

下
水
道
使
用
料 

　
排
水
設
備
工
事
後
、
公
共
下

水
道
を
使
用
し
始
め
る
と
、
流

し
た
汚
水
の
量
に
応
じ
て
、
使

用
者
か
ら
下
水
道
使
用
料
を
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お

支
払
い
い
た
だ
い
た
使
用
料
は
、

ポ
ン
プ
場
や
処
理
場
の
運
転
、

下
水
管
路
の
清
掃
や
補
修
な
ど

下
水
道
施
設
の
維
持
管
理
費
用

の
一
部
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。 

 

　
町
で
は
、
今
後
も
多
く
の
町

民
の
方
々
が
快
適
な
生
活
環
境

を
享
受
で
き
る
よ
う
整
備
を
推

進
し
、
供
用
開
始
区
域
内
に
お

け
る
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
普

及
に
努
め
て
参
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
下
水
道
課 

　
☎
内
線
２
２
４ 


